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改善状況報告書提出締切日

改善状況報告書提出日

備　　考

令和5年10月24日（火）

文書指示事項

１　勧告内容（社会福祉法人・児童養護施設）
（1） 入所中の児童に対し、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有
　　　害な影響を与える行為をしないよう、川崎市児童福祉審議会の提言を踏まえ必要な対策を講じ
　　　ること。
（2） 社会福祉法第４５条の１３第４項５号及び同法施行規則２条の１６に基づき、社会福祉法人の
　　　業務の適正を確保するため、内部管理体制を整備すること。
　　　※特定社会福祉法人に準じた整備を求めるもの。

２　文書指示事項（児童養護施設）
（1） 職員給与等の状況
　　　時間外勤務手当を適正に支払うこと。
（2） 社会保険の加入
　　　社会保険料を遅滞なく支払うこと。滞納分について速やかに解消すること。
（3） 日常の健康管理
　　　投薬管理を適正に行うこと。

３　文書指示事項（地域小規模児童養護施設）
（1） 事故防止及び防犯の対策等
　　　児童の心身及び生命に関わる重大な事故を起こさない取組を確実に行うこと。
（2） 事故防止及び防犯の対策等
　　　事故発生対応マニュアル等を整備し、周知をすること。

令和5年12月22日（金）及び令和6年3月29日（金）

令和5年12月22日（金）及び令和6年3月27日（水）

２(1)(2)、３(1)は改善確認済
その他の項目についても、一定の改善を進めており、引き続き確認中改善状況

社会福祉法人・児童福祉施設指導監査 特別指導監査

特別指導監査結果

児童養護施設　新日本学園及び地域小規模児童養護施設

社会福祉法人新日本学園

中原区木月伊勢町3-3


